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1,基 本方針

(1)持 続 的な 水産資源利 用による安 定的な漁業 の営みと海洋 生物や 海洋生態系
の保全の両立を目標とする。

(2)漁 業 関係規則や漁業者・漁業団体が 当海域で 実施して いる自主 管理措置とい
った漁業 関連 のルールを基調とする。

2.

○
・地 理 的 条 件

・気象 条 件

・流 氷 の 状 況

現況
海洋生態系 と地域特性 の関係 を具体 的に記載す る

3.現 況 の 課 題

魚類生息種及び状況

⇒ 鳥類 の生息種及び状況
ほ乳類 の生息種及び状 況

合
・海棲生物調査(文 献調査)の 評価

・漁 獲 量 の 減 少(ス ケ トウ ダ ラ等)

・混 獲

・ロ シア 船

4.漁 業 等 の 規 制 状 況
・漁業 区域
・自主 規 制

オホーツク海と隣接海域の海洋環境変化

⇒ 難 羅 馴 鹸 ・区除一 保護対策

・海洋 レク リエ ーションに関する利用の適正化方策

(国 立公園利用適正化検討会議での結果 を位置づけ)
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5.対 策
・水産資源

漁業関係規則や漁業者・漁業団体による自主管理措置、資源管理のための取り組みを漁業
関連のルールを基調とした本計画に位置づける。

・海棲哺乳類

現在実施している来遊状況や摂餌行動、食性等に関する調査及び漁業に関する影響等の
実態調査に基づき、漁業者・漁業団体を始めとする地域関係者の合意のもと、知床周辺海域の
トド・アザラシ類の適切な管理方策を明らかにする。

・海 ワシ類

現在作成中のオオワシ、オジロワ シを対象 とした保護増殖事業計画とも整 合
を図 りなが ら、越冬地や繁殖地の保護を含む保全管理措置 を明 らかにする。

6.モ ニ タ リ ン グ
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7.モ ニ タ リ ング の 評 価
・水 温 の 変 化 等

・魚 種 の 状 況 等

・ほ 乳 類 の 出 現 状 況 等

8.措 置
・指 標 を 勘 案 して の 措 置

(例)
・モ ニ タ リ ング の 強 化

・自主 規 制 の 継 続

◎ 調査研究・モニタリング結果の科 学的検証により、漁業者・漁業団体を始めとする地域関係者

の合意のもと、水産資源の持続的利用と海洋生物・海洋生態系の保全管理の観点から必要とさ

れる方策、措置についても明らかにする。

9.管 理体制
・ 地域住民や関係団体、関係行政機関、研究機関それぞれの役割分担と連携のあり方を明らか
にする。

(参 者:lUCNの 勧告 に対する政府回答か ら)
策定期間及び策定手順
(1)今 後、海洋 生物や 漁業 活動 、遊 漁の実態調 査を早急かつ 精力的に実施するとと

もに、「知床 世界 自然遺 産候補地管理計 画(2004年1月 策定)」に基づき昨年7月 に
設置 された科 学委員会 の助言を得 て、漁業 者を始 めとする地域関係者 の合意 を速
や かに形成し、海域管理計 画を3年 以内に策定する。

(2)本 計画 の策定 に当たっては、科学委員会の下に設置されている海域 ワーキング
グ ループが 、1年以 内を目途に、現 行の漁業 関係 規則 や漁業 者・漁業 団体による自
主 管理措 置(別 紙参照)の 明文 化 を含む海域 管理計 画の素案 作成に必要な 助言を
取りまとめる。
その後、助言 に基づ き、関係行 政機 関が漁業 団体等の地 元関係 団体 、大学 ・水産

試験 場等の研究機 関と連携 の上、漁業 関連のルールを基調とした海域管理計 画を
決定 する。
その際には、科学委員 会の助 言を得 るとともに、例えば、漁 業者を始めとする地

域 関係者への説明会 や 意見提出手続き等の公衆 関与手続きを通じて、意見を集約
し、合意形成を図っていく。 ,


